
外務省独立行政法人評価委員会の業績勘案率（案）について 
 
１．審議対象案件 

役職及び所掌 
在任期間 

（算定期間） 
業績勘案率（案）※ 

〈外務省評価委員会〉 
国際協力機構 

理事 
（人事、国内事業、東南アジ

ア、国際協力人材等担当） 

H17.4.1～H21.12.31 
（同上） 

１．０ 

国際交流基金 
理事 

（総務、米州地域等担当） 

H19.1.1～H21.8.5 
（同上） 

０．９ 

国際交流基金 
理事 

（経理、欧州中東アフリカ地

域等担当） 

H18.7.1～H20.6.30 
（同上） 

１・０ 

※ 業績勘案率(案)の算定内容は別紙のとおり。 

 

 

２．政策評価・独立行政法人評価委員会の意見案 

当委員会の既往の方針等に沿って検討した結果、次案のとおりとしたい。 

 

（案） 

 ○ 国際協力機構 
   通知のあった業績勘案率（案）「１．０」については、意見はない。 

 

 ○ 国際交流基金 

   通知のあった業績勘案率（案）「０．９」及び「１．０」については、意見はない。 

 

以上 
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別紙 
外務省独立行政法人評価委員会から通知された業績勘案率（案）の算定内容 

 

法  人  名 役 職 

業績勘案率適用期間 
算  定  内  容 

業績勘案率

（案） 

 

（※３） 

基準業績勘案率 

（※１） 

調 整 
 

(参考) 

在任期間 

当該役員の評価に表れな

い個人の貢献度等を勘案

（※２） 

国際協力機構 理 事 H17.4.1～H21.12.31 同左 １．２ なし １．０ 

国際交流基金 

理 事Ａ H19.1.1～H21.8.5 同左 １．１ あり ０．９ 

理 事Ｂ H18.7.1～H20.6.30 同左 １．１ なし １．０ 

（※１）「外務省所管独立行政法人の役員の退職に係る業績勘案率の決定方法について」（平成 17 年３月７日外務省独立行政法人評価委員会決定。

以下「決定方法」という。）の「２．（１）」に基づき、当該法人の業績と当該役員の担当業務の業績について各年度の業務実績評価に基づき

算出する数値。 
 
（※２）「基準業績勘案率」を基準としつつ、①～④の点に留意しつつ、個人業績又は法人業績を勘案して加算又は減算する率。 

① 退職役員の在職期間に係わる法人の業績又は担当業務の業績は過去の通常の業績に比してどうであったか。 
② 退職役員の法人運営等に対する貢献の度合いが反映されているか。在職時に受けた役員報酬に対する法人の業績等の反映状況と整合的である等反 
映の度合いが適切なものであるか。 

③ 業績勘案率の算定に当たって考慮すべき特段の事情があり、それが妥当なものであるか。また、反映の度合いが適切なものであるか。 
④ 業績勘案率は、目的積立金の状況に照らして適切であるか。 

なお、国際交流基金の理事Ａについては、平成 19 年度決算検査報告において会計検査院から「助成金の額の確定が不適切」と指摘された

事案について、当該理事が所掌する日米センターの事案であることから、管理監督責任があるとして、減算要因が認められるとされている。 
 
（※３）決定方法「２．（２）」に基づく（※１）及び（※２）の算定結果と、「役員退職金に係る業績勘案率に関する方針」（平成 16 年７月 23 日独

立行政法人評価分科会決定）で「業績勘案率は 1.0」を基本としていることを踏まえ、1.0 を基本としつつ加算要因、減算要因を加味して最終

決定した数値。 
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